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午前１０時００分 開会 

渡辺委員長   ただいまの出席委員は７名である。定足数に達しているので、これより

総務常任委員会を開会する。 

 本日配付された協議会の資料は行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査は、お手元に配付した審査

案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、特定事件継続調査の申し出についてを議題とする。 

 本件については別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これにご異

議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。では、そのようにさせていただく。 

 この際暫時休憩する。 

                  午前１０時０２分 休憩 

                ──────────────― 

（協 議 会） 

渡辺委員長   ここで協議会に切り替える。 

 それでは、１、多摩市市政施行５０周年記念タイムカプセル事業につい

て、市側の説明を求める。 

藤浪企画政策部長 先に企画政策部から６件ご説明をさせていただく。併せてこの中に記

載はないが口頭で、昨年９月の追加補正で庁内の業務用Ｗｉ－Ｆｉや総合

事務の端末モバイル型の予算をお認めいただいたが、その進捗状況につい

て口頭で簡単にご説明をさせていただければと思っているのでよろしくお

願いする。それでは、資料に基づいて順に課長から説明させていただく。 

田島企画課長  まず協議会資料の１番、市制５０周年の関係でタイムカプセル事業を行

うので、そちらをご報告させていただく。 

 まず大きな１番で概要を書いてあるが、こちらについては、市制施行の

１０周年の際に「タイムカプセルの杜記念式典」を実施し、タイムカプセ

ルを埋設した経緯がある。当時行政資料と、あと当時の子どもたちの思い

出の品をタイムカプセルに埋めて２つ、ちょうど中段に当時の臼井市長の

写真があるかと思うが、そちらに写っている球体がタイムカプセルとなっ
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ている。こちらに行政資料と、子どもたちの思い出の品のタイムカプセル

を埋めて、当時４０年後の市政施行５０年に当たったときにこちらを掘り

起こすことに決めていたので、ここで改めて今年の１１月３日にこのタイ

ムカプセルの掘り起こしを行っていきたいと思っている。 

 その当時埋めた内容であるが、行政資料は別にあるが、ほかに子どもた

ちの思い出の品については、資料の２ページ目にあろうかと思うが、当時

は６館の児童館があり、児童館単位で当時の思い出の品を個別に入れてい

るところである。豊ヶ丘児童館はキャンプの思い出の写真、一ノ宮児童館

は素焼きの手形版、当時けん玉がはやっていたということで愛宕児童館は

けん玉、あと東寺方児童館がブローチ、連光寺児童館がビーズ、折り紙、

永山児童館がめかごとキャンプの集合写真等、それぞれ内容は異なるが当

時の思い出の記念品が入っているので、こちらの掘り起こしをしたいと思

っている。 

 当時は秘書課で担当しており、そちらの資料から協力いただいた当時の

お子さんたちの氏名等は残っているが、今現在の年齢に直すと４１歳から

５２歳ぐらいの方々である。ちょうど私と同じような世代の方々になって

いるので、市内に在住している方も少なくなっている中では、実際にこの

当時思い出の品を入れた方々を今探しているところである。たま広報や、

マスコミの皆さんにもご協力をいただいて幾つかのメディアでも取り上げ

ていただき、この資料を作成した当時は３名の方が見つかったと書いたが、

今現在大体１０名に名のり出ていただいている。そちらの方々には、今年

の１１月３日に簡単な記念式典をやろうと思っているので、できたらお越

しいただきたいと思っている。 

 １番下の３であるが、これを掘り起こしをしていくのと同時にまた新た

なタイムカプセルを埋めていきたいと思っている。前回は４０年後という

ことで５０周年の今年掘り起こしをすることを決めたが、４０年たってし

まうと職員もほぼ皆定年してしまって当時のことを詳しく覚えている人間

が現役の中にはいないという状況にあるので、できればその反省に立ち、

教育委員会でも「２０５０年の大人づくり」をやっているので、今回は３

０年後の２０５１年にまた掘り起こしていきたいと思っている。 
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 現在児童館は１０館あり、この前児童館の館長会で協力依頼をさせてい

ただいたが、今回についても各児童館に思い出の品、タイムカプセルに入

れるものについて今作成をしていただいているところである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

池田委員    ３点だけお聞きしたいが、次は３０年後と言われていたが、この当時埋

めたときにはこの５０周年のときに掘り起こすと決めていたのかどうかが

１点、あと当時参加された市民でお名前がわかるのが今１０名ぐらいと言

われていたが、この方たちへのアプローチというのは、例えば氏名、住所

が残っているのであれば、先に市が問い合わせをしたがなかなか厳しかっ

たのでメディアを通じて呼びかけているのかが２点目、もう１点は、この

掘り起こした品物は何か展示をするのかどうかをお聞きしたいと思う。 

田島企画課長  今３点質問をいただいたが、まず１点目、４０年後に掘り起こすことは

基本的に当時決定していた。ただ、具体的にどの時点でやるのか、その式

典をきちんとやるのかまで詳細には決めていなかったので、そこは今回

５０周年に合わせて決定をさせていただいたところである。 

 あと確かに４０年前の記録資料は残っていて、実際にこちらに入れてい

ただいた当時のお子さんたちの氏名と住所については残っているが、先ほ

ど申し上げたように４０年たつと現住している人はほぼ限られていて、皆

さん転出されている方がかなりおられ、当時の住所地に今もおられる方は

多少調べた中でもあまりいなかったので、まずはたま広報や市公式ホーム

ページ、メディアを通じてその当時の関係者を探しているところである。

ただ、児童館等の関係者に当たってみれば情報がもう少し得られるかと思

っているので、今後についてはもう少し細かいところにも当たっていきた

いと思っている。 

 最後の３点目、当時の思い出の品については、基本的にはその当時皆さ

んにお返ししていくことを方針として決めていたので、今回この１１月３

日にお集まりいただいた方がおられれば、基本的にはご本人にお返しをし

ていきたいと思っている。 

池田委員    例えば式典でお返しする前に公開・展示するようなことは考えていない

のか。 
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田島企画課長  言われるとおり、全ての皆さんにここでお集まりいただけるとは当然思

っていないので、基本的にはそちらにお集まりいただいた方については

個々の品物をお返ししたいと思っているが、それ以外の物については、今

回児童館にご協力いただいているので児童館等に一定程度展示し、また引

き続き関係者の方がおられれば順次お返しをしたいということで今調整中

である。 

いぢち委員   これに参加する子どもたちへの周知の方法についてお伺いする。これは

児童館主体でやっているようであるが、ただ、全てのお子さんが児童館に

関わっているわけではない。本当に全てのお子さんにここで参加してもら

うとしたら大変なことになると思うが、例えば呼びかけについては小学校

ごとに周知を行う等、その辺の工夫はどうなっているのか。 

田島企画課長  また新たにタイムカプセルを埋めていきたいと思っているので、そちら

についてどういった品物を入れていくかについては、現在、各児童館にご

検討いただいているところである。また、実際に埋める１１月３日の式典

に参加いただくお子さんたちについても基本的には児童館に考えていただ

いているので、児童館単位でお子さんたちの募集等は行っていただきたい

と思っている。ただ、今の段階ではこの１１月３日時点でコロナの状況が

どのようになっているのかまで推測できかねるので、ある程度人数等に制

限をかけるのか、来たい方にはぜひ来ていただくというやり方にするのか

については、もう少したった夏の段階ぐらいで考えていきたいと思ってい

る。 

いぢち委員   もちろん、コロナへの配慮というのは当然あると思う。ただ、これは児

童館主体であるが、児童館には関わっていないお子さんでも、そういうの

があるならやってみたかったという思いのあるお子さんはいるかと思う。

例えば、各小学校に周知をして、ふだん児童館に通っていないお子さんで

も、もし何か希望があれば例えばエントリーできるようにする。あるいは

何人かで、１００人のお子さんが１００個の品物を持ってきたらそれはも

うどんどん大変になるが、そこのところで皆で参加したという、希望する

お子さんにはなるべく参加していただけるような工夫、個人的に後からこ

ういう試みを知って僕もやりたかったのになというお子さんが出ないよう
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な工夫が何かできないかと思って質問しているが、いかがだろうか。 

田島企画課長  言われるように、そういったお気持ちは当然私もわかっている。資料に

ついては、タイムカプセルに具体的にどういったものを埋めるのかという

のは今まだ業者とも調整中であるが、ある程度容量は限られているので、

希望する皆さんの物を入れていくような形はなかなか取りづらいかと思っ

ている。まだどういったタイムカプセルに、一館ごとに個々に入れていく

のか、前回と同じようにある程度大きなものに、今回１０館になるが、

１０館がシェアしながら入れていくのかについては今調整中である。タイ

ムカプセルといっても大きさに限りがあるので、そちらについては、かな

り容量についての調整をしながら進めていく必要はあろうかと思っている。 

いぢち委員   ここからは本当に意見であるが、特にコロナで大変な状況で、多摩市内

のお子さんたちもなかなかお友達とつながる場がない、活動の場がないと

いう状況である。そういったところで、感染への配慮はしながらも、少し

でもお子さんたちがこれは面白いな、参加したいなというイベントを皆さ

んに提供できるような工夫を考えていただければと思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ２番、ふるさとＴＡＭＡ応援寄附金及びふるさと納税の状況について、

市側の説明を求める。 

田島企画課長  それでは、続いて協議会資料の２をご覧いただきたいと思う。これはふ

るさとＴＡＭＡ応援寄附金及びふるさと納税の状況である。令和２年度の

額が固まったが、毎年６月の段階でご報告をさせていただいているので、

こちらでお願いしたいと思う。 

 まず大きな１番が、過去５年のふるさとＴＡＭＡ応援寄附金とふるさと

納税の実績になる。ふるさとＴＡＭＡ応援寄附金というのは、基本的に市

に寄附をいただいた特に団体の方、法人の方も含めた形のもので、これを

大きく捉えている。上段の表でいくと、各年度ごとの寄附金額の上段の括

弧の上の金額が、団体、法人の方、個人の方を含んだ金額になる。下段の

括弧書きの中に入っている数字が、寄附金の税額控除の対象となる、基本
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的には個人の方を対象としたふるさと納税と言われているものになるので、

各年度ごとに二つの数字が並んでいるかと思う。令和２年度については、

全体としては３４０件で、ふるさとＴＡＭＡ応援寄附金として団体の皆さ

んからいただいた金額も含めると、おおむね１,７００万円ほどいただい

た。そのうち個人の方、税額控除の対象となる、いわゆるふるさと納税対

象のものについては３２６件の１,３７６万円ほどになっている。 

 今回令和２年度については、ご案内のとおり、表組みの中段※３に書か

せていただいたが新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金を設置したの

で、こちらの金額を上段の数字、令和２年度の１,７２９万円、１,３７６

万円に含めているので、実際に新型コロナの寄附金としていただいた数字

のうちの法人も含んだ形については９２１万９,０００円、個人だけにす

ると６３０万円ほどという数字になっている。こちらが令和２年度の実績

値になる。 

 大きな２番が、これはまだ始まったばかりであるが、令和３年度・今年

度に入ってからの寄附の実績になる。４月・５月分だけであるが、全体と

しては５件の１２万円ほどとなっている。こういった寄附については年末

にかけて全部実績が伸びていくので、ここについても令和３年度はどうな

るかわからないが、引き続きまた実績が出たらご報告をしたいと思ってい

る。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

橋本委員    ふるさと納税制度はネットでも出てくるくらい有名なものだと思うが、

多摩市も市内の会社で企画しているところから何かお礼等ということで出

ていたと思うが、この平成２８年度から令和２年度・２０２０年度まで同

じものなのか、変わってきたのか、その辺のところをお答え願う。 

田島企画課長  こちらの返礼品の品物については、順次見直しをかけてきているところ

である。基本的な考え方として、多摩市におけるふるさと納税の返礼品に

ついては、多摩市に実際に来ていただくことにつながるような、いわゆる

来街につながるような品物ということで、市内の企業の皆さんと連携しな

がら、返礼品については設計をしているところである。 

 令和２年度については、サンリオエンターテイメント、京王プラザホテ
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ル、京王レクリエーション、ヤマト運輸、あと市内のデザイン会社のジオ、

この５社と協定を結ばせていただいて返礼品を設定しているところである。

過去については、日本アニメーションのスタジオ見学等についても入れた

時期があるが、今現在は調整の結果、返礼品の対象からは外しているとこ

ろである。 

橋本委員    ふるさと納税の仕組みそのものにはいろいろと意見があるところである

が、来街者の方、来ていただく方をふやそうというそのコンセプトに基づ

いていると、市民の方から聞くが、多摩市にふるさと納税をやる気には全

くなれないということで結局食品関係が中心で、若い世代は随分とそれを

使っている方が多いが、今のコンセプトを大切にしていく限り積極的に多

摩市に寄附したいという方がなかなかふえていかない面もあるかと思うが、

その辺のところで多摩市としては今後どうしようとなさっているか。 

田島企画課長  今回令和２年度についてはコロナウイルスの寄附金があったので、それ

だけで基本的に９２０万円ぐらいいただいている。こちらはほぼ市内の方

からコロナに使ってもらいたいということでいただいた寄附なので、基本

は市内の方が圧倒的に多かったかと思っている。それに対して、いわゆる

返礼品目的のふるさと納税に関しては、橋本委員がおっしゃるように基本

的に市外の方が圧倒的に多いところである。このふるさと納税の返礼品に

ついては基本的に市外の方を対象に行っているものであるので、市内の方

が返礼品を目的としてふるさと納税をするということは基本的に想定をし

ていないところであるので、そちらはほかの自治体についても同様かと思

っている。 

橋本委員    最後にするが、これ結果論としては税務にも関わるのでこの場では聞か

ないが、結局２０代３０代の若いファミリーの方たちは他市に随分と納税

され、それが入ってくる金を少なくするところにもつながってきてしまう

のが多摩市にとっては非常に打撃的な部分もあると思う。そういう中で、

世田谷区や港区など中心区に行くともっと大きな打撃があるらしいが、多

摩市としても、このままふるさと納税のコロナの関係が下火になっていく

とやはり通常の来街者だけになるかと思うので、この辺の対策について今

後どのように進めていこうとしているのかを最後に伺う。 
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田島企画課長  特に首都圏の自治体については、今言われた世田谷区がおそらく都内の

自治体では一番多いと思っていて、寄附の金額で大体１００億円が外に出

ていくかと思っている。控除の額についてはまだ下がると思うが。したが

って、首都圏の自治体、特に都心部の自治体においてこのふるさと納税の

あり方がかなり課題になっていることについては、多摩市も同じような認

識を持っているところである。これまで申し上げたように来街につながる

ような返礼品ということで考えているので、こういったコロナの関係でど

うしてもそういった外出をする機会、遠出をする機会が減っている中では、

こういった考え方に基づいている多摩市としてはふるさと納税に関して大

きな打撃を受けているかと私どもも考えている。ただ、今後こういったコ

ロナが終息した後について、今まで取ってきた考え方を多摩市も変えて実

際に特産品を返礼品に加えていくかという検討は今のところ行っていない。

産業や農業といったところでの返礼品としてはかなり限られているかと思

っているので、基本的には現行の考え方を大きく変えない方向でいきたい

と思っているが、橋本委員が言われるように、入ってくるよりも出ていく

金額のほうがかなり大きくなっていることは当然課題であるので、こちら

については引き続きどのような対応が取れるか検討していきたいと思って

いる。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ３番、多摩市手数料条例の一部を改正する条例の制定について（令和３

年９月改正予定）、市側の説明を求める。 

小栁行政管理課長 多摩市手数料条例の一部改正を次の９月議会に上程させていただく予

定であり、それの事前のお知らせである。 

 改正概要のところに書いているが、手数料条例では手数料を徴収する事

務と金額を定めている。その下にある（１）と（２）の２つの項目につい

て修正をしたいと思っている。 

 資料の下側の２番、変更事由のところをご覧いただければと思う。まず

（１）では、令和３年度に各種証明書の台紙である改ざん防止用紙をリニ
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ューアルしようと思っている。市政施行５０周年と合わせて子育て応援の

コンセプトでの統一キャラクター入りのものとしようと思っている。それ

により全ての証明書が絵柄入りとなる。現在多摩センター出張所限定でハ

ローキティの絵柄入り住民票を通常のものよりも１００円高く４００円で

交付しているが、全ての用紙が絵柄入りになるこの機会に条例を改めて、

本市のＰＲをさらに進めていきたい。そのため、ただし書の部分を削除す

るというのが（１）の理由である。（２）の理由が、現在個人番号カード

については市町村が発行の主体になっており、再交付に係る手数料は条例

に定めた上で徴収・収入している。それが、９月に番号法が一部改正され

る予定であり、これにより番号カードの発行者が市町村からＪ－ＬＩＳ地

方公共団体情報システム機構に移る。この法改正の後は、市町村は機構か

らの受託事務として交付手数料を徴収することになるので、当該条例の規

定が不要になるため削除するものである。 

 改正の内容は、その上の改正内容欄に書いているが、（１）の理由によ

っては、別表１の項番２０にある手数料の額の欄のただし書の文言を削除

する、（２）のところでは、別表２にある項番１１そのものを削除するよ

うな改正をさせていただこうと思っている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ４番、多摩市役所本庁舎建替基本構想策定方針（案）について、市側の

説明を求める。 

内田資産活用担当課長 それでは、協議会案件４の多摩市役所本庁舎建替基本構想策定方

針（案）についてご説明をする。協議会案件４のファイルをお開き願う。 

 多摩市役所本庁舎の建て替えに向けて、令和３年度・４年度の２か年で

基本構想を策定していく。策定に当たっての策定方針案を、まだ粗々では

あるがご説明したいと思う。 

 現本庁舎については、災害時の防災拠点機能としての対応、老朽化、狭

隘化、さらには行政のデジタル化の進展などの状況変化への対応が主な課

題となっている。基本構想の策定に当たっての基本的な考え方についてで
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ある。 

 基本構想の検討の進め方においては、今後の市民サービスの方向性、司

令塔としての防災拠点のあり方といったものを踏まえて、本庁舎に必要な

機能を検討していく。そのことを踏まえて、建て替えの規模、場所等のあ

り方について整理をしていきたいと考えている。 

 検討の視点と検討事項としては、１点目として、今後の市民サービスの

方向性を踏まえ、本庁舎に求められる機能を検討していく。２点目として、

自然災害への対応など様々な危機管理において環境に配慮した司令塔とし

て機能する防災拠点となる本庁舎のあり方を検討していく。３点目として、

本庁舎の建て替えを契機に、行政のデジタル化の進展による庁舎機能のＤ

Ｘ（デジタルトランスフォーメーション）を進め、行政サービスの向上、

従来の市役所機能を本庁舎に集約する集約型、それと出張所などの他の公

共施設と連携して役割分担をしていく分散型、こういったものについても

検討していきたいと考えている。 

 また、策定においては、市民参画、職員参加、市議会との連携、学識経

験者の助言を得ながら、検討を進めていきたいと考えている。市民参画で

は、アンケート調査や策定過程において市民、市、有識者などが意見交換

をする場をつくっていきたいと考えている。また、庁内では策定委員会の

設置などをして検討していきたいと考えている。市議会とは、議場などの

議会機能等を含めて本庁舎のあり方を協議しながら進めていきたいと考え

ている。今後の社会状況の変化などを踏まえ、本庁舎のあり方や機能につ

いて専門的で広い見地から学識経験者の助言を得ながら、基本構想の検討

を進めていく。 

 次のページをご覧いただきたいと思う。基本構想の策定スケジュールに

ついては、令和１１年度に本庁舎Ｂ棟が築６０年となり、建物の一般的な

耐用年数を上回り、ライフサイクルコストが増大する。こういったことか

ら、令和４年度には基本構想を策定し、令和１１年度までに本庁舎の建て

替えを目指していきたいと考えている。今後、本策定方針（案）に基本構

想の構成、策定体制といったものを肉づけしながら策定方針をまとめてい

きたいと考えている。 
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渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

橋本委員    今のご説明の（２）の②に、文言としては「環境に配慮した」というこ

としか書いてないが、多摩市は気候非常事態宣言を出しているので、それ

で今議会でもＺＥＢも考えるということで、最初からそういうことを発信

している市であることを明確にしてコンセプトとしてやっていったほうが、

ＰＲ効果もあるし、作るほうとしてもやりがいが出てくるのではないかと

思うが、この２に収束されてしまっているのはどうしてか。ぜひ変えてい

ただきたい。 

内田資産活用担当課長 環境に配慮したというところでＺＥＢといったものの検討は進め

ていきたいと考えていて、少し粗々な方針案ということでまとめてしまっ

たところがあるが、当然環境に配慮することは考えていて、今後策定方針

の案をしっかりつくっていくときに、その辺の書き込みを考えていきたい

と思っている。 

橋本委員    あと１点であるが、市議会及び学識経験者などの参画。今市側としては、

議会との関係をどのようにしたいと思っておられるのか、もし方向性があ

れば。例えば議会のこの総務常任委員会ですり合わせをするのか、特別委

員会をつくってもらいたいと考えるのか、それはまた時間もかかるのでと

か、議会との関係でどのようにやっていきたいのか、何か具体的な構想が

あればお答え願う。 

榎本施設政策担当部長 今日は基本構想の策定方針（案）ということで、市としての基本

構想を策定するに当たって現時点での基本的な考え方、問題意識等につい

てご説明をさせていただいてご意見をいただければということで、このよ

うな機会を設けさせていただいた。今まさしく質問のところは、（３）の②

市議会の皆様とというところである。私どもとしては、本日も、まだ策定

方針を決定する前に今このようなことを考えているということで情報提供、

市の検討に合わせて適宜議員の皆さんにもご提示をさせていただいてご意

見をいただきたいというスタンスでいるところである。そうした中で、今

回は６月議会であるので、定例会の場を通じて必要な情報提供をさせてい

ただいて様々なご意見をいただきながら、まさしく長年の懸案でもあるし

大変重要な課題でもあるので、詰めていきたい。ここの中では、議場など
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の議会機能もご案内のとおり本庁の中でもあるし、市民サービスの拠点で

あり、災害時には防災の拠点として大変重要な施設であるので、様々な観

点から議会の皆様にもご意見をいただきたいと思っている。ただ、議会の

皆様のほうでどういう体制で市と意見交換するのかについては、皆様方の

様々なご意見があろうかと思う。いずれにしても、市としては、様々な機

会を通じて意見交換してご意見を頂戴し、基本構想、これからの本庁舎の

あり方、ビジョンについて策定していきたいと考えているところである。 

橋本委員    最後になるが、時間が割とひっ迫している。令和４年度に基本構想を策

定し終わるということは、その辺のところで議会と十分やらないといけな

いし、議場となると私たちも主体的に考えなければいけないが、その辺の

スピードというのは、来年度の３月までに一つの形になるようやりたいと

いうくらいのスピードを考えておられるのか、その辺だけ確かめておく。 

内田資産活用担当課長 先ほどもご説明をしたとおり、令和１１年度にＢ棟が６０年を迎

えるところである。また、Ｉｓ値が０.９以上ないというところがあるし、

本庁舎については狭隘化も問題となっている。基本構想については、令和

４年度末を目指して取りまとめをしていきたいと考えている。その後につ

いては、令和５年度、６年度で基本計画を進めていきたいと考えている。

ただ、社会情勢もかなり変化しているし、デジタル化の進行といったもの

もやはり視野に入れながら、来年度末にまとめていきたいと考えている。 

折戸委員    １点だけ。今るる説明をしていただき、令和４年までに策定するという

ことであるが、どのぐらいの会議を想定しているのか、そのスケジュール

が詳しくわかっていれば教えてほしい。 

内田資産活用担当課長 本日はまず粗々の方針ということで案をお示ししたが、今後策定

の体制を肉づけしていきたいと思っている。さらにスケジュールも付け加

えていきたいと思っていて、例えば庁内に策定委員会を設置する、有識者

の方の入った会を設置するといったことも考えていきたいと思っているが、

それについては、大体の想定として今年度と来年度で６回から８回の中で

取りまとめをしていきたいと今のところは考えている。 

折戸委員    ６回から８回ということであるが、もちろん議会としての関わり方はこ

ちら側もいろいろ考えなくてはいけないし、行政もどうしていくかという
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のはこれからかと思うが、この回数でやる中の経過を逐一早めに、どうい

うことをやったのかという単なる経過報告だけをするのではなく、こうい

うこともまた次にやっていく、そしてまた結果という形で、情報をきちん

と見える化した形で提示していただきたいと思うが、その件について伺っ

て終わる。 

榎本施設政策担当部長 検討の経過について見える化して様々なご意見をいただきながら

ということだと思う。本日も、策定方針（案）をこのように決定したとい

うことで皆さんに方針をお示ししているのではなく、現状の案、今このよ

うな問題意識を持っているということでご説明をさせていただいている。

こういう機会を設けて丁寧にお示しをしてご意見をいただきながら進めさ

せていただきたいと思っているところである。今後は、先ほどのスケジュ

ール感もあるが、その一方、コロナ禍でまだなかなかその先が不透明なと

ころもあり、市民の皆様のいろいろな意識も変わろうというところもある。

行動変容、新しい日常がどう定着するのか、今後ワクチン接種が進む中で

そういうところもきちんと見極めなければならず、本庁舎のあり方につい

て大きく変わる可能性もあるので、スケジュール感を持ちながらも、一方

ではそういうところも十分慎重に検討しながら進めさせていただきたいと

思っている。議会の皆様方からも様々なご意見をいただきながら検討を進

めていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いする。 

藤條委員    質問というか意見であるが、こちらの件に関しては前回の総務常任委員

会からもいろいろ各市に資料請求をさせていただいたり、申し送り事項に

もなっている。基本構想策定のスケジュールがタイトな中で、橋本委員も

折戸委員も言われていたが、議会との情報共有をやはり密にしていただき

たい。適宜そういった勉強会、また情報共有、そして協議ができる場など

も設けていただきたいと思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 協議会の５番、学校法人日本医科大学多摩永山病院の建て替えについて、

市側の説明を求める。 
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内田資産活用担当課長 それでは、協議会案件５番、５つ目のフォルダをお開きいただき

たいと思う。横長のグラフが入った資料である。 

 日本医科大学多摩永山病院の建て替えについては、３月の総務常任委員

会と健康福祉常任委員会で状況を報告させていただいている。今回につい

ても、両委員会で報告をさせていただきたいと思う。 

 本年２月に学校法人日本医科大学から多摩市長宛てに、新型感染症感染

拡大により病院経営が今なお厳しい状況から、影響を見極めつつ令和２年

１１月の文書中の２０２６年度の新病院開設を努力目標とする点を再考し

ているため当面の間時間を賜りたいという旨の文書提出があった。本日は、

２０２０年４月から２０２１年３月における医業利益について２０１９年

と比較したものを学校法人日本医科大学より資料提供いただいたのでご報

告したいと思う。 

 上段の表の中で、医業利益ＡマイナスＢの欄、対前年度差額では、２０

２０年４月より毎月マイナスとなっているのがわかる。４月では前年度よ

りマイナス３,８８１万６,０００円、右に行って５月ではマイナス１億５,

８４４万３,０００円。右下にあるとおり、直近の２０２１年３月ではマ

イナス８,６６１万７,０００円となっている。１年間のトータルとしては、

左下にあるとおり、入院診療収入がマイナス約７億７,０００万円、外来

診療収入がマイナス１億６,７００万円、トータルの医業利益の実数とし

てはマイナス約１３億５８０万９,０００円となっている。緊急事態宣言

が、６月２０日まで延長され、日々感染者も出ている中で、依然として現

場での対応を含め病院経営は厳しいと伺っている。この間も学校法人とは

都度コンタクトを取っていて、状況等を確認しているところである。いつ

でも本格的な協議再開ができるよう、市としてどのような建て替え支援が

考えられるのか検討し、今後も都度議会と情報共有をしていきたいと考え

ている。以上で報告を終わる。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 協議会６番、たま広報及び多摩市公式ホームページのリニューアルにつ
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いて、市側の説明を求める。 

尾崎広報担当課長 それでは、協議会６資料をご覧願う。たま広報と多摩市公式ホームペ

ージのリニューアルの案についてご報告をさせていただく。資料上段がた

ま広報、下段が多摩市公式ホームページとなっている。上段からご説明を

させていただく。 

 たま広報のリニューアルの背景であるが、市政施行５０周年を契機に市

民のための広報紙へ転換していきたいという思いでリニューアルを検討し

ているところである。 

 これまでであるが、私が入庁してから大きなリニューアルを行っていな

いということは、相当な年数行っていないということであるが、市政施行

５０周年も契機にしながら、市民のための広報誌をつくりたいという思い

で、伝える広報紙から伝わる広報紙を目指したいと考えている。また、こ

のリニューアルによってたま広報を読んでいない方々にもぜひ手に取って

いただき、市政の動向あるいは多摩市についても知っていただき、シビッ

クプライドの醸成に寄与できればということを目的としている。 

 課題であるが、昨年９月に職員に対してアンケート、また１０月には市

民の方にもアンケートをさせていただいて浮き彫りになった課題が１から

５番になる。１０代から３０代の方々については精読率が低い、忙しい方

はなかなか広げることもできない、高齢者の方にとっては文字が小さかっ

たり字間が狭いということで読みづらい、それから関心のある記事が少な

いということが挙げられた。５番については、これは職員にアンケートを

取ったので、制作に係る業務負担、これは私どもというよりも職員それぞ

れ一人ひとりがというところであった。 

 この課題を解決するために、１番右になるが、リニューアルのポイント

としては、手に取ってみたくなる、読んでみたくなるような広報紙、視覚

的に伝えるデザイン、横書き統一右開き、サイズに関しては、Ａ４判には

せず現在のタブロイド判を継承する。また、高齢の方がストレスなく読め

るような広報紙ということで、字間や行間を広げて読みやすいページを目

指したいと思っている。また、ターゲット別のカテゴリー、例えば高齢者

の方はそのコーナーを見れば、子育て世代はそこを見れば情報が得やすく
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なるというような工夫をしていきたいと思っている。４番については、

内々のことであるので、読んでおいていただければと思う。 

 今までと大きく違うのは、１面はビジュアルで見ていただいて、その説

明を中面の２面でしていく。最終面は今まで健康コーナーだったが、ここ

は第２政策面ということで、そのほか細かいことでお知らせしなければな

らないこと、１面を見て裏を見て終わりというような方にも重要なことが

伝わるような工夫をしていきたいと思っている。 

 カテゴリー別というのは、これは案であるが、例えばここは子育て、あ

るいはここは高齢者、障がいがある方というようなカテゴリー別にしてい

きたいと考えている。 

 今後は、７月に庁内の職員向けに説明会を１０回程度行いながら、１１

月の市制施行５０周年のときにはリニューアルをさせていただきたいとい

うスケジュールで進めている。 

 もう一つ、多摩市公式ホームページのリニューアルである。下段になる。

背景としては、以前、平成２９年７月に大きなリニューアルをしているが、

ＩＣＴ分野の進歩、またスマートフォンやタブレットの普及、前回リニュ

ーアルしたときにはスマートフォン、タブレットの普及率が７７.５％だ

ったものが既にもう９３.２％ということで、モバイルファーストも検討

していかなければならない。また気象災害あるいは今般の新型コロナへの

対応を考えると、重要な情報をいち早く、わかりやすく伝えていかなけれ

ばならないというところがあったので、今回、令和５年を目指してリニュ

ーアルしていきたいと考えている。 

 こちらも昨年・令和２年の３月から４月にかけて市民アンケート、庁内

のアンケートを行った。市民の皆様からは、必要とする情報になかなかア

クセスするのが難しい、検索がなかなかできないというようなご意見が多

かったと思う。また、職員からは、ページ作成や更新に負担がかかる、ス

マートフォンでの操作性がどうなのかというような意見もあったので、モ

バイルあるいはパソコンどちらのユーザーにも快適に使っていただけるよ

うなものを目指していきたいと考えている。 

 リニューアルのポイントとしては、検索機能を強化する。２番目につい
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ては職員のほうであるが、直感的なページ作成ができるような機能を取り

入れて更新の頻度を上げていく。おっくうさをなくすということである。

それから、モバイルファースト、レスポンシブデザイン、どのような画面

で見てもそのページがうまく見える、縦にしても横にしても、スマートフ

ォンにも様々なサイズがあるし、あるいはタブレット端末で見てもきちん

と見やすいものになる、合わせて変化していくというのがレスポンシブデ

ザインということだそうである。また、災害時の情報発信力を強化してい

くということで、これはサーバーや回線の機能強化を検討している。 

 今後、経営会議で再構築方針を決定し、庁内での検討を進めながら、先

ほど申し上げた令和５年のリニューアルを目指していきたいと考えている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 次は、口頭報告である。 

竹田情報政策課長 資料もなく口頭の報告であるが、よろしくお願いする。 

 昨年９月に補正予算でご承認いただいて、令和２年度と令和３年度の２

か年をかけて今実行中のＷｉ－Ｆｉ環境の整備と、業務用のシンクライア

ント端末の配備状況について報告をさせていただこうと思う。 

 現在Ｗｉ－Ｆｉ環境については、インターネット、あとは少し特殊な業

務用のインターネット、それと内部で事務を行うためのネットワーク、こ

の３つを出すことのできる白い端末を、会派の控室にも置かせていただい

ているが、東や西の会議室なども含めた本庁舎にひとまず設置が終わって

いる。だから、今日皆さんのｉＰａｄも、自動的に切替えてそのＷｉ－Ｆ

ｉを捉えて動いている形になっている。ここが令和２年度までである。令

和３年度からは、各出先機関、公民館や図書館といったところの業務の執

務スペースへのＷｉ－Ｆｉ環境の整備を進めている。こちらはおおむね秋

頃に完了する予定で、無事にスケジュールどおり進行していることを、ま

ず一つ目として報告させていただく。 

 もう一つが、そうしたＷｉ－Ｆｉを捉えていろいろな場所へ動いて仕事

ができる、これは席を離れるのでテレワークと言うが、テレワークの方法
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の一つには自宅であったり、何とかワーキングスペースであったり、いろ

いろな方法がある。要は席に固定されて有線であったものを離して仕事を

することを総称してテレワークと言い、このテレワークをするための専用

端末としてシンクライアントという形の機種を選定している。こちらも無

事に業者が決まり、納品がされ、今キッティングといってパソコンを使え

るような設定作業を終えようというところである。もうじき配備も完了す

るので、現状の報告としてお伝えしたいと思っている。 

 これからはそうしたものをうまく使いながらより効率的な仕事はどのよ

うにできるのかを考えていく期間になろうかと思うので、ひとまずその状

況の報告ということで、この場を借りて説明させていただいた。 

渡辺委員長   市側の報告は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて７番、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、市側の説明を求める。 

渡邊総務部長  総務部からは、日程の第７から第１０までの４件についてご報告をさせ

ていただく。 

 まず最初に、日程７、今お話があったものと、日程８については、押印

の見直しに関して今後条例改正が予定されているものについてご説明をさ

せていただきたいと考えている。それぞれの所管課長よりご説明するので

よろしくお願いする。 

佐藤人事課長  このたび人事課で上げさせていただいた条例の一部改正については、職

員の服務の宣誓に関する条例である。服務の宣誓については、地方公務員

法第３１条の規定に基づき、新たに職員となった者はその職務を行う前に

服務の宣誓をしなければならないとされていて、新入職員は入庁式で任命

権者から辞令交付を受けた後、面前で服務の宣誓を行う。その際、宣誓書

に本人が自署、自分でサインをして任命権者に提出するが、本人が自署し、

なおかつ押印を求める合理性や必要性を考え、判こレスにしても宣誓自体

の効力がなくなることはないので、宣誓書の様式にある押印欄を廃止する

こととした。そのため条例の規定を改めるものである。 
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渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 協議会の８番、多摩市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例の制定について、市側の説明を求める。 

鶴田法務担当課長 では、引き続きご説明をさせていただく。資料は８番になる。 

 これは多摩市固定資産評価審査委員会の条例の改正についてのご説明で

ある。さきにご報告させていただいた人事課と同じように、押印の廃止に

ついて検討しているものである。多摩市の固定資産評価審査委員会事務で

あるが、これは固定資産税を課す際の土地、家屋などの算定の基礎になる

評価額に不服のある市民の方の異議申し立てを行う手続であるが、今般こ

の手続について、より市民の方の便宜を考えさせていただいて、審査の申

出書、この表紙に押していただいていた印、それと審理の途中で参考人の

方がご提出いただく意見書、これを口述書と申し上げているが、この口述

書について署名押印を廃止していくことを考えている。 

 このことについては、令和３年９月議会において改正の議案を提出させ

ていただく予定である。 

 説明は以上である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて協議会９、「令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価等

の運用に係る特例措置」・「多摩市工事契約約款第２５条第６項（インフ

レスライド条項）」及び「多摩市工事契約約款第２５条第１項から第４項ま

での規定（全体スライド条項）」の市の対応について、市側の説明を求める。 

櫻田総務契約課長 それでは、協議資料の９番をご覧願う。今回、先日契約変更の議決を

いただいた件の内容についてのご説明という形になる。 

 趣旨というところをご覧願う。今回は令和３年３月から適用する公共工

事設計労務単価と令和３年３月から適用する設計業務委託等の技術者単価、

こちらはそれぞれ公表されているもので、新労務単価については前年度に
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比較して全国平均１.２％、東京都においては平均約１.９％上昇したこと

が公表されている。それを受けて、単価が公表されたと同時に令和３年２

月１９日付で、国から新労務単価の早期の活用及びインフレスライド条項

を適用するようにという要請があり、各自治体が動いているところである。

それを受けて、本市でも早急にこちらの内容を適用するという形で、今回

新労務単価及び新技術者単価による契約変更をするための協議の請求がで

きる特例措置の実施とともに、インフレスライド条項も適用したという形

で今回対応させていただいている案件になる。 

 下の２番以降にその詳細について載っているのでご覧願う。 

 まずアになるが、新労務単価の特例措置になる。こちらについては、適

用対象案件、多摩市で言うと令和３年３月１日以降に契約締結した工事で、

旧労務単価を適用した予定価格で積算しているものが対象工事になる。今

回は、（３）のところになるが、請求の実績、令和３年４月１６日を請求

期限とし、結果として４件請求があった。先日契約の変更手続をさせてい

ただいた多摩中央図書館の建設工事含めた附帯工事４件が、これに該当す

るものである。 

 裏面をご覧願う。イになる。新技術者単価の特例措置。こちらの適用対

象の案件は、令和３年３月１日以降に契約締結した委託で、通常だと設計、

測量などの工事案件の委託になるが、旧技術者単価を適用した予定価格で

積算しているものとなり、（３）の請求の実績になるが、令和３年４月１

６日請求期限をもって請求がなかったということで、ゼロ件になる。 

 続いてウのインフレスライド条項の適用である。こちらも今回賃金等の

急激な変更による上昇が見込まれるということで多摩市もインフレスライ

ド条項を適用させていただいて対応するものである。適用の対象案件につ

いては、令和３年３月１日が工期内にある工事、契約日が令和３年３月１

日以前で工期がまたがり、かつ残工事が原則２か月以上ある工事が対象に

なってくる。（３）請求の実績である。令和３年４月１６日を請求期限と

して、結果１件の請求があった。こちらは、先日契約変更させていただい

た和田中学校の電気設備工事が１件該当になる。 

 続いて、３ページ目、エの全体スライド条項の適用になる。こちらの対
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象案件としては、契約日から１２か月を経過している工事、１年を経過し

ている工事で、残工事が２か月あるものという形がおおむねの内容になっ

ているが、今回の請求の実績、令和３年４月１６日を期限として、結果１

件の請求があった。こちらは聖ヶ丘中学校の改修工事の案件になる。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

池田委員    私もよくわかっていないのだが、このインフレスライド法というのはご

説明でわかるが、教えていただきたいのは、これは例えば国からの要望が

各自治体にあったと思うが、こういうときは業者側から申し出があるのか、

それとも市側からどうであるかと問い合せをするのか、どちらなのか。 

櫻田総務契約課長 今回の内容については、こういった国からの要請を受けて多摩市も率

先してこの内容について適用するということで、内部でまずこの内容を決

定させていただいてホームページ等で告知し、今回の対象の案件の皆さん

に、多摩市はこういうことをやるという連絡はさせていただいている。そ

れを受けて、自分たちの積算と合わせて請求をしたい方はこの請求期限ま

でに請求ができるような仕組みになっているので、今回の内容についての

対象者には全て通知させてもらった以降のお話を各自に連絡しているとい

う形になる。 

池田委員    では、市からしっかりと、こういうことに多摩市としても取り組むとい

うことでアピールをするということか。 

 あと、その金額であるが、増額の申請になるのでそれが適正なのかを市

側としても精査すると思うが、その辺はどのような形で行うのか。言いな

りではないと思うが、その辺のことをご説明していただければと思う。 

櫻田総務契約課長 請求の金額になるが、請求があってから私どもの積算担当が実際に請

求があった内容の金額を含めて積算をさせてもらう。契約変更に当たって

の基準があるので、そちらの基準に基づいて積算をし、この価格になると

いうことで事後に報告するような流れになっている。 

橋本委員    多摩市がきちんと誠実に対応しているのはわかるが、これをやらなかっ

たら、何の法律の違反になるのか。 

櫻田総務契約課長 このように物価が上がっているということでの内容の要請になるので、

私どもはすぐに対応させていただいてここ数年毎年やっているが、ほかの
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自治体が毎年やっているかどうかについては、特に違法ではないので、自

治体によってやっているところとやっていないところがあるかと思う。 

橋本委員    ということは、公契約条例などもあり、多摩市としては、発注する側と

して、やってくださる業者さんで働く人たちへの誠実な対応という形で受

け止めてよろしいのかどうか。 

櫻田総務契約課長 私どもでも一つずつ丁寧に対応してこのような形の方法を毎年取らせ

ていただいているので、事業者様もそちらについて対応していただいてい

るかと思っている。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて１０番、多摩市公契約条例の実施状況等について、市側の説明を

求める。 

櫻田総務契約課長 それでは、協議資料１０番をご覧願う。 

 今回公契約条例の実施状況についてご報告させていただく。今回は令和

２年度の実施状況のご報告が最初に上がっている。ご覧いただければと思

うが、令和２年度については、工事３５件、委託６４件、指定管理５件と

いう結果になっている。 

 （２）が審議会の内容になる。審議会は毎年５回開催しているところで

はあるが、今回令和２年度においては、コロナ禍の影響によってなかなか

開催できないような状況になり、３回実施させていただいたという形でこ

のような報告になる。１回目が、まずは労務報酬下限額に向けての考え方

と課題の整理というような形で課題を整理して、どのような形で労務報酬

下限額にしていくかという考え方を検討させていただいている。２回目は

８月３１日に行ったが、１回目と同様の内容で引き続いて対応させていた

だき、この後１０月に実際に答申書という形にさせていただいている状況

になる。３回目は年が明けた令和３年２月５日に行い、答申書その２とい

うことで、課題の整理した内容を答申という形で上げていただいた。 

 （３）は事業者アンケートの概要である。こちらは毎年、年度が始まっ

たらすぐに前年度の事業者さんに向けてアンケートを実施させていただき、
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ここに書いてあるような理解度を含めていろいろとお聞きさせていただい

ているが、令和２年度当初はコロナ禍で事業者の方々も混乱している状況

であったので、前回は実施しなかった。今回、まだコロナ禍ではあるのだ

が、皆さんにご協力いただいて、ここに本年って書いてあるが、令和３年

度も実施させていただいている状況になる。ただ、回答率については、皆

さん大変な状況にあるので低くなったが、実施したということでここにご

報告させていただいているものになる。こちら本年というのが令和３年の

４月に行ったもので、前々年というか、令和２年度は行わなかったのでそ

の前の年、元年度の数字が出ているので、その対比という形の表で見比べ

ていただければと思う。１番目については理解度になるが、ここも毎年や

っていただいている事業者も数多くあるし、初めての事業者もあるが、毎

年行っているということで理解度が進んでいったかと思っている。「理解

できている。」「まあまあ理解ができている。」を合わせると９７％以上と

なるので、今年も理解していただいたと考えている。そのほか、適正な労

働条件の確保・労働者の生活の安定に結びつく成果についてはどうかとい

うような内容のアンケートについては、「成果があった。」「今は成果が見

られないが、今後成果があると考える。」と言っていただいた事業者を合

わせると７０％以上で、おおむね理解していただき、少しずつではあるが

成果があるのではないかと考えていただいている事業者様がふえてきてい

ると思っている。 

 あと工事・業務の質の向上についてという問いもさせていただき、こち

らについては「質が向上した」「今は成果が見られないが、今後、工事・業

務の質の向上につながると考える」と言っていただいた事業者両方合わせ

ると７０％程度の事業者に言っていただいているということで、一歩ずつ

進んでいるかと見ている。 

 このような形で、アンケートは毎年同じ項目をアンケートさせていただ

いて推移を見させてもらいながら、そのアンケートの内容を踏まえて審議

会にもご報告させていただき、ここで課題が見えるところを審議会でもん

でいただいて整理し、次の内容につなげていこうということが審議会の中

で話されているところになる。あとは見ていただければと思う。 
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 次、裏面の２番、令和３年度の取り組みについてご報告させていただく。 

 これからにはなるが、今上がっている案件は工事３５件、委託６４件、

指定管理７件で、これは５月２１日現在の数であるが、このような形にな

っている。 

 審議会も、基本的には５回やる予定でいるが、今回５月に予定していた

第１回が緊急事態宣言が発令中ということもあり中止させていただいたの

で、今のところ４回をおおむね考えている。こちら第１回６月下旬となっ

ているが、今回審議会の委員の方々と調整させていただいて、今のところ

７月２日予定という形で今考えている。内容的には、ここに書かせていた

だいているが、課題の整理、アンケートの内容についての検証をさせてい

ただいて中長期的な課題等の整理、あとは労務報酬下限額の考え方なども

含めて１回目と２回目で話をさせていただき、３回目の９月の下旬、１０

月までには答申書という形で答申を上げていただくための内容を審議いた

だきたいと思っている。年を明けた１月上旬には、答申書その２というこ

とで２回目の答申もいただければと考えている。今回、令和３年度に取り

組む課題も含めて、いろいろな視点から、賃金台帳の整理、労務報酬下限

額の考え方、あとは適用の範囲などもこれから十分に精査させていただい

て、審議会の委員の方々にいろいろと活発なご意見をいただいて決めてい

きたいと考えている。 

 以上である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

橋本委員    このアンケートの結果であるが、もう少し多くのところを答えていただ

きたいと思うが、１番の公契約条例については大体のところで理解できて

いるということはわかるが、②と③と④で「成果はない」「変わらない」「活

性化につながらない」とかなり否定的な答えをなさっている方が大体数と

して３割くらいおられる。そうすると、その業者は全部同じ業者が重なっ

ているとしたら、何らかの形で公契約条例の持つ意味をもう少し理解して

いただかないと、そこで働く下請業者もいるわけで、そこに本当の意味の

効果が伝わらない感じがするとアンケートのここだけを見ると思うが、そ

の辺のところでどう分析されているのか、また、そういう業者にアプロー
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チされたりすることがあるのかどうかを伺う。 

渡邊総務部長  今ご指摘のあったようなところが一定の数ある。どういう方たちなのか

と私どもも分析している中では、公契約条例があってもなくても自分のと

ころで働いていただいている労働者の方たちには十分な賃金をきちんと払

っているという自負をお持ちの方がやはりおられる。そういうところで、

行政のほうから決められたことではなく、それ以上のものをもう支払って

いる中で工事等を行い、質の担保も行っているという自負を持っている方

が、ご理解はしていただいている中でも、そういう部分がこういうところ

にあらわれているのかと考えているところである。 

橋本委員    そういう形で労使ともに満足が得られていれば私たちも問題ないと思う

が、下請の方やそこに入った若い人たちはなかなか物が言えないというこ

とも末端では聞くこともある。だから、本当に頑張って自負していて市の

言うことなどいいのだというので、いい方向にだけ行っていればいいのだ

が、そこで働く方たちはなかなか物が言えない、もう少しこうしてほしい

というものがあるのではないかというところも見えるので、ぜひその視点

も忘れずに今後も公契約条例の質の向上につなげていただきたいと思うの

で、その辺のことを最後にお聞きしたいと思う。 

渡邊総務部長  働いている方から様々な意見が寄せられる、またそのハードルが低いと

いうことは大事だと考えている。公契約条例の対象になっているものにつ

いては、公契約条例の対象でここには賃金がこれだけ支払われることにな

っているということがわかるような形になっている。そういう中で、もう

少しこのようにしてもらいたい、私たちそれだけもらってないよというよ

うな声がハードルの低い形で私どもにしっかり届くよう十分留意していか

なければならないと考えているところである。 

池田委員    今のところで、部長がお答えになった③のところも、例えばこれからの

質の向上につながるというよりも、もともとしっかりとやっているのだと

いうことかもしれないと考えると、この聞き方や項目などもずっとこれで

いくのか、あるいはもう少し検討して内容を変えて項目をふやしてそれが

わかるような形にする等、この質問項目を今後変えていくようなことはあ

るのか。 
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櫻田総務契約課長 アンケートの内容について今まで特に大きく変えていないのは、こう

いった推移が取れるためにやろうというのが大本の目的ではあるが、その

中でも細分化して、では、この内容を持っていない方についてはどういう

ご意見なのかを細かく書くようなスペースを私ども設けているので、そこ

なども審議会の中で実際にあった生の声ということで皆さんに諮って、実

際にこうだった、では、どうしていこうかというような形で反映できるよ

うな仕組みは取っている。ただ、今言ったようにアンケート自体を大きく

変えなくても、もっと細かく詳細にすることは可能だと思うので、事業者

の方々が負担にならない程度で少し検討はしようかと思っている。 

池田委員    例えば既に向上を目指してやっているというのはしっかりと丸をつけれ

ば済むことだったら、それがわかりやすいような形での検討も考えていた

だければ思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １１番、新型コロナウイルス感染症への取組状況（５月末現在）につい

て、市側の説明を求める。 

鈴木市民経済部長 それでは、私どもから７件ほどご説明を申し上げさせていただきたい

と思う。最初の今の部分については私からご説明をさせていただき、あと

の案件については順次課長からご説明をさせていただくのでよろしくお願

いする。 

 新型コロナウイルス感染症への取組状況についてである。常任委員の皆

様が替わられたのでこれまでの経過をご説明させていただければと思うが、

昨年度の総務常任委員会の協議会で、私どもの進捗状況等については毎回

ご報告をさせていただいてきたところである。今回については、３月の議

会で報告した以降の動きをご説明させていただければと思う。また、今回

ここに出ているほかに別立てで後段で案件として上げさせていただいてい

るものについては、詳細をまた後段で説明するので省略させていただくと

いうことでよろしくお願いする。 

 それでは、内容のご説明を申し上げる。Ⅰの経済対策の１番目、融資等
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に関わる証明書の交付手数料の減免についてである。こちらについては、

昨年の４月２０日からこれまで実施中であるが、実績としては昨年度・令

和２年度４,１０３件の減免という形での交付をさせていただいた。１件

当たり証明書３００円であるので、金額換算で申し上げると大体１２０万

円となっている。また、今年度については、５月末現在となるが２０７件

という状況である。 

 続いて２番目、事業者グループ連携支援補助金についてである。こちら

は令和２年度に追加補正で、９月の補正予算でやらせていただいた案件で

あるが、今年度・令和３年度においても当初から予算計上させていただい

たところである。エントリー期間を第１期と第２期に分けさせていただき、

第１期については５月２０日から募集を開始しているところである。実施

内容については、昨年実施した内容と特段変更はない。１番下のところの

昨年度の実績であるが、５件想定していたところ４件交付決定とさせてい

ただいたが、２件がコロナの影響でどうしても準備ができなくなったとい

うことで中止となってしまい、実際には２件実施というような状況になっ

ている。 

 続いて３番目のキャッシュレスでＧＯ！ＧＯ！多摩についてである。こ

ちらの第２弾と第３弾については後ほど案件でご説明申し上げるので、そ

ちらでお聞きいただければと思う。 

 ４番目のお弁当マーケットである。３月と４月に第３弾から第５弾とい

うことで３回ほど実施させていただいたところである。第３弾と第４弾、

第５段、市役所の芝生広場以外にグリナード永山の広場も活用して実施さ

せていただいたところである。実績については、こちらに記載のとおりと

なっている。 

 ５番目の環境配慮型おうち消費促進事業についてである。こちらは３月

の最終日補正で計上させていただいたところであるが、飲食店の事業継続

のためのテイクアウトやデリバリーの取り組みを応援し、併せて巣ごもり

消費の拡大で増加しているプラスチックごみの削減を併せてやる事業とい

うことで組ませていただいている。事業については、Ａの啓発グッズの配

布事業と補助金の交付事業との２本立てとなっていて、啓発グッズの配布
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事業については、テイクアウトやデリバリーを利用した方がマイバッグ等

を持参していただいた場合にポイントを付与させていただいき、集めてい

ただいたポイントの付与に応じて啓発グッズをお渡しする。こちらは多摩

産材を使用した箸または保冷機能がついたエコバッグとなっている。 

 補助金の交付事業については、テイクアウトやデリバリーでリユース容

器やバイオマスプラスチックの容器等を使用するなどにかかる経費という

ことで、補助率１０分の１０の１０万円とさせていただいている。こちら

については、今既に５件ほどの申請が出てきているところである。 

 続いて６番、商店街の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の費用の

補助である。こちらは商店街で新型コロナウイルス感染症の拡大のガイド

ラインに基づいた取り組みをするようなところに対しての購入費用等々の

一部を補助する制度である。こちらも３月の最終日補正で計上させていた

だいたところである。特に商店街単位で消毒液やマスク等も共同購入して

いただければ補助の対象になるというような仕組みになっている。 

 その他の取り組みであるが、セーフティネット保証に係る認定書の交付

状況である。こちらは昨年２月から実施しているところであるが、実績は

今年の５月末現在では認定件数２４件であるが、昨年・令和２年３月から

今年の３月３１日までは６１２件という状況である。 

 ２番目の多摩市サテライトオフィス設置事業補助金は、今年度新規事業

で計上させていただいたところである。こちらについては５月３１日まで

第１次の申請受け付けであったが、実際に今まで申請が上がったところが

ないという状況である。お問い合わせいただいた中でいろいろと伺った話

等も勘案すると、第２次募集に向けて募集要件等々を少し見直す必要があ

ろうかということで今検討しているところである。 

 続いて３点目の多摩市緊急就労支援事業である。こちらについては３月

の最終日補正で上げさせていただいた雇用対策の事業であるが、公募型の

プロポーザルで事業者の募集を行っておるところである。４月２８日締切

りで募集をしたところ２社から応募があり、現在６月１４日締切りで提案

書の作成をしていただいているところである。７月中に事業者決定をし、

８月１日から事業を開始したいということで準備を進めておるところであ
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る。 

 大きなⅡの税制措置のところの１番目、個人市民税の申告期限の延長で

ある。今年も新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限の延長要請があ

り、３月１５日までのものを４月１５日までの１か月間個人市民税の申告

期限の延長をさせていただいた。申告件数については７０８件で、昨年の

６３６件に比べてふえているような状況である。また、来庁された方につ

いては４１０件、郵送件数が２９８件で、昨年に比べると来庁が減って郵

送がふえているような状況である。 

 ２番目の市税の徴収猶予の特例制度である。こちらは今年の２月１日ま

で徴収猶予の特例をやらせていただいたところである。徴収猶予の特例の

申請については延べ３３６件という状況になっている。また、今回のコロ

ナウイルスの影響による納税相談の延べ件数については５１４件という状

況になっている。 

 ３番目の中小事業者が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産

税、都市計画税の軽減措置である。こちらについては、最終確定で総額に

なるが１億４,２７３万１,０００円という状況である。 

 次のページをお開きいただきたいと思う。その他の取り組みであるが、

非接触型行政サービスの展開等ということで、１番目の市税等のスマート

フォン決済アプリの拡大ということで、昨年の９月末からＰａｙＰａｙと

ＬｉｎｅＰａｙを使えるようにさせていただいたところである。その結果

市税の収入については、合計で７４５件、２,３３５万１,９００円という

実績である。そのほか国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険

料を含めると、１,１１３件の３,０１１万１,３００円。ちなみに今年度

の５月末までの実績である。市税については１,５２６件、合計で３,２８

３万２,４００円と昨年の実績を上回っている。これは固定資産税の１期

分の部分の納期がちょうど合致したということで、多分それでふえている

のではないかと分析しているところである。 

 ２点目の証明書のコンビニ等での交付の拡大であるが、今年の４月から、

戸籍証明、課税証明にも追加をさせていただいたところである。 

 次ページのところに一応実績を入れさせていただいている。４月の実績
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となるが、住民票と印鑑登録証明書は全体の発行数に対しての割合が約１

割を超えているところであるが、ただ、課税証明、戸籍証明等については

まだ４％台という状況で、全体の１割になるような状況である。 

 ３番目の手数料のキャッシュレス決済の関係であるが、こちらについて

は後段でまた案件としてご報告をさせていただくので、その中で詳細な報

告をさせていただきたい。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて１２番、永山マイナンバーカードセンターの窓口時間延長につい

て、市側の説明を求める。 

片岡市民課長  最初に、２ページ目のグラフをご覧願う。こちらの棒グラフが永山のマ

イナンバーカードセンターでのカード交付の状況で、折れ線グラフが申請

の状況である。申請を行って大体一、二か月後にはその交付の波が来るわ

けであるが、とても追いついていないという状況がある。 

 １ページにお戻り願う。その対応として、６月から８月の間カードセン

ターにて第１金曜日、第３金曜日の２回であるが２時間の時間延長をして、

せめてもの対応をしたいと思っている。 

 そのことについて、参考のデータとして下をご覧願う。受付人数はこう

いう形であるが、昨年の１２月補正で窓口強化の予算をお認めいただいて

４月から強化はしているのだが、それでも最大限交付できるケースが月２,

４００件、さらにそれ以外の案件もかなりあり、例えば更新やマイナポイ

ントのご相談等があり平均で３,２００件、今既にキャパシティーオーバ

ーの状況ではある。そういった状況の中で、職員の増員などもなかなか難

しいことも踏まえ、せめてこういった形での工夫をしたいというのが趣旨

である。 

 報告が遅れて申しわけないが、既に第１金曜日に実施しており、その日

は一応予約の枠を超えてかなり申し込みが多かったので全部受けてしまっ

たが雷雨のためキャンセルの方が多く、結局通常の予約の倍近く受けたが

実際に来られたのは３割増ぐらいという形であった。 
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渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １３番、証明書交付手数料等の収納に係るセミセルフレジ及びキャッシ

ュレス決済について、市側の説明を求める。 

片岡市民課長  現金を介した感染症の感染防止を主な目的に、手数料の収納について、

既に窓口でお客様が自分でお金を入れてお釣りを受け取るというセミセル

フレジと、それからこの４月からキャッシュレスの特に交通系の支払いに

ついて、カードをかざす方法を開始している。あと、そのほかのＱＲコー

ド決済は審査が下り次第各社スタートで、申しわけないが今のところ審査

の下りた会社がなく、下り次第順次開始となっている。 

 下の表をご覧いただくと、現金ベースでいくと１割強ほどが電子マネー

でお支払いいただいている。これは想定よりもかなり多く、開始前はほか

の市では大体３％程度ということだったが、やはりコロナへの対応という

ことでキャッシュレスがかなり広がっているなと感じる。あと職員の声掛

け次第でその日の割合がかなり変わるので、積極的に進めていきたいと思

っている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １４番、多摩市子育て応援事業「みんなでたまっこ応援プロジェクト」

～日本アニメーション共通キャラクターデザインの活用について～、市側

の説明を求める。 

三浦観光担当課長 本市で子どもを産み育てたいと思える基盤を構築していくために、妊

娠、出産、子育てなど、ライフステージに応じた切れ目ないトータル的な

子育て応援事業として、「みんなでたまっこ応援プロジェクト」と銘打って

本事業を推進する。令和３年度については、さらなる子育て応援事業の推

進を行っていくため、事業通知等に共通キャラクターデザインを用いるこ

とによって本事業を効果的に市内外に発信していきたいと考えている。こ

ちらについては、市内の日本アニメーション株式会社に共通デザインの作
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成を委託した。 

 ２ページ目をご覧願う。共通キャラクターデザインを掲載する通知書等

についてである。５種類のデザインを策定し、まず第１弾として、①②の

妊娠中の方とコロナ禍での出産を終えた方へ、「ゆりかごＴＡＭＡすこや

か妊婦応援ギフト」及び「ＴＡＭＡで子育てすくすくベビー応援ギフト」

にキャラクターデザインということで、先ほどの１ページ目のデザインを

掲載させていただく。その後、②③④⑤⑥と順次新たなデザインのキャラ

クターを展開していく予定である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はある。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １５番、多摩市・富士見町アンテナショップ「Ｐｏｎｔｅ」の事業引継

ぎについて、市側の説明を求める。 

渡邊経済観光課長 多摩市富士見町アンテナショップ「Ｐｏｎｔｅ」の事業引継ぎについ

てである。 

 まず、これまでの経過であるが、平成２２年度に多摩市・富士見町の共

同アンテナショップ「Ｐｏｎｔｅ」を開設した。「Ｐｏｎｔｅ」では、特

産品・農産物の販売や、多摩市の農業と富士見町の観光等の情報を発信し

ている。開設当初からＮＰＯ法人シーズネットワークが運営を行っている

が、「Ｐｏｎｔｅ」の運営から撤退したいとの申し出があった。こちらに

ついては、業務を他の団体に引き継ぎ、事業者が変わることによる影響を

最小限にとどめて行っていくということである。 

 事業の引き継ぎについてであるが、引き継ぎ日は令和３年１０月１日を

予定している。事業の引き継ぎ先であるが、株式会社エマリコくにたちと

いうところである。こちらの事業者は、直売所事業を３か所、飲食店を２

か所、あと東京野菜の卸売を行っており、受賞歴はこちらに記載のとおり

である。エマリコくにたちは地域に根差した事業を行っており、現運営者

とは事業の類似性からかねてより交流があるということであり、現在まで

の経緯や運営方針について十分な理解を示している。 

 事業を引き継ぐ際の整理事項についてである。「Ｐｏｎｔｅ」の名称は
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継続していく予定である。また、多摩市と富士見町アンテナショップとし

ての特産品の販売は継続をしていく。また、多摩市産の野菜の直売場とし

ての機能を維持していく。また、市内等で行われるイベント等への出店も

現在と同様に実施をしていく予定である。基本的には現在の運営方針を引

き継いでいくが、事業の対応について、よりいいものをということで少し

ずつ修正をしていく予定である。 

 今後の予定であるが、６月以降、市内農業者や取引先に対して事業引き

継ぎについての説明会を開催する予定である。また、１０月に事業を引き

継き、１年間はシームレスな事業引き継ぎをするために現運営者の代表理

事が顧問として残る予定である。また、希望があれば現在のスタッフは継

続して雇用されるということである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

橋本委員    「Ｐｏｎｔｅ」を利用させていただいているが、終了時間が早く、働い

ている人にしたら５時に閉まってしまって買えず、とても残念だという地

域の声があるが、これは、この機に改善の見込みはあるのだろうか。 

渡邊経済観光課長 新たに引き継ぐ事業者におかれては、運営時間を今１７時までとして

いるところ、引き継ぎ当初は１８時までにしたいというお話は聞いている。

実際に引き継いでからの実施となる。そのほかにも、１８時まででいいの

かどうか、その辺も運営をしながら検討していきたいというお話であった。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １６番、「東京都市長会広域連携事業」令和３年度予定事業と令和２年

度実績報告について、市側の説明を求める。 

三浦観光担当課長 経済観光課では、東京都市長会の多摩・島しょ広域連携事業連携活動

助成金を活用して、他市と連携して観光振興事業を実施している。これら

の事業については、幹事市が予算を組む仕組みとなっているため、本市の

予算に計上されてない事業もある。 

 まず令和３年度の事業についてご説明する。１つ目として、「ひの・た

ま」観光連携協議会ということで日野市と連携している。こちらについて、
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今年度は多摩都市モノレールに「ひのたまラッピング電車」の運行という

ことで、こういったものを車体のほうに掲載させていただき、大体６メー

トル掛ける１メートルぐらいの大きさになるが、こちらを一編成に４枚貼

らせていただく。片側２枚になる。こちらについては、７月１日から９月

３０日を予定していたが、モノレール側の準備の状況により、６月２６日

からのスタートで今準備が行われている。２番目として、デジタルスタン

プラリーの実施として、日野市と多摩市の観光資源、ロケ地や観光施設等

に３密を避けながら回遊してもらうということで、デジタルを使ったイベ

ントを行う。また、それに合わせて学生と民間事業者の協力をいただいて

イベントも今考えている。こちらのデジタルスタンプラリーについては、

１０月１日から１１月３０日を今予定している。 

 ２つ目になるが、次ページになる。南多摩３市観光推進協議会、こちら

は稲城市と町田市と連携している。こちらについては、観光ウォークとい

うことで、３市ごとに市内をめぐるツアーを実施する。また、サイクルツ

アーということで、オリンピックロードレースのコースに沿ったツアーを

実施する。また、バスツアー・ファムトリップ。また、観光セミナー、今

年については稲城市で実施ということで今調整中である。 

 ３番目、京王沿線観光連絡会議、府中市、日野市、稲城市と連携してい

る。今年については、４市のリアル宝探しということで、こちらもデジタ

ルを活用して、４市の各地を回りながらデジタルで宝探しをするイベント

となっている。また、本市の観光情報を掲示したり、ツイッター、フェイ

スブック等で各種の情報を発信する。 

 ４番目として、こちらは今年度からの新しい事業であるが、多摩地域マ

イクロツーリズムプロジェクトということで、多摩市、稲城市、多摩大学

総合研究所、京王観光が連携して行う。こちらは多摩市が幹事市となって

いる。内容については、大学生など２名以上のグループを対象にマイクロ

ツーリズムコンテストということで各大学からアイデアを出していただき、

それについて実証実験等を行い、将来的には自治体・地元企業とともに実

証化していくことを目指すような取り組みとなっている。以上が今年度の

事業となる。 
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 続いて、令和２年度の実績報告になる。「ひの・たま」観光連携事業に

ついては、記載のとおりの内容になり、コロナ禍での連携事業がなかなか

できず、先ほど申し上げたラッピングモノレールについても、東京オリン

ピックの開催時期に予定していたので、令和２年から３年へずれた。 

 ２番目の南多摩３市観光推進協議会については、観光ウォーク、ファム

ツアー、市民向けバスツアー、観光セミナー、ガイドブック等については

予定どおり実施できた。 

 ３番目の京王沿線観光連絡会議については、こちらもコロナ禍で連携事

業がなかなかできず、観光マップのデジタル化の活用等を検討したがなか

なか難しいということで、検討内容を今年度に移すようなことで進めさせ

ていただいた。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １７番、「キャッシュレスでＧＯ！ＧＯ！多摩」キャンペーン第２弾の

実績（中間報告）と第３弾の実施について、市側の説明を求める。 

三浦観光担当課長 「キャッシュレスでＧＯ！ＧＯ！多摩」キャンペーンの第２弾につい

て、まず中間報告をさせていただく。本事業については、令和２年の１２月

から１月にかけて第１弾を実施し、その後、その予算残額を活用して、第

２弾を実施した。第２弾については、３月２７日から４月１１日の１６日

間ということで、第１弾と同様にａｕＰａｙを用いた決済額の３０％、１回

当たり３,０００円，期間内１万円を還元する事業で、４月１１日をもって

キャンペーンを無事終了し、還元も５月２０日に完了した。 

 キャンペーンの実施実績の概要になるが、第１弾については、４７日間

で５億８,６００万円の決済総額、総還元額は１億５,２１４万円に対して

第２弾については１６日間であったが、総決済額５億４６７万円、総還元

額額１億３,６５８万円、利用者数も２万８,０７３名と第１弾とほぼ同じ

ような状況となった。 

 実績の詳細になるが、本事業については大手、中小に分けさせていただ

いたところ、コンビニとフランチャイズや百貨店内の中小事業は全て大手
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に含まれることにさせていただくが、決済が実際にされた店舗については、

大手が２８９店舗、中小が２１０店舗となった。比率については、大手が

９割、中小が約１割という比率で、こちらについても第１弾と同様な結果

になる。その中でも、サービス業については中小のほうが大手に比べて利

用決済額が増えているが、これは理美容の利用が多かった傾向がうかがわ

れる。 

 次に、２ページ目になる。令和３年の３月議会や５月２６日のサイドブ

ックス、各課情報提供でご案内しているところもあるが、第３弾の実施に

ついてご説明する。４月３０日に東京都の補助金の交付要綱が発出され、

そちらを活用して早急に実施するということで今進めさせていただいてい

る。事業費については、東京都の補助が事務費として２００万円、事業費

については１億２,２９１万円までの補助対象となっており、それを活用

して、総額としては２億１,７１３万３,０００円を総予算額として進めさ

せていただく。期間については、７月１５日の木曜日から８月３１日の火

曜日までの４８日間、実施条件としては、中小企業還元率３０％、還元条

件が１回当たり３,０００円、期間については１万円。大手事業者につい

ては、還元額１５％、１回当たり１,０００円、期間３,０００円の還元上

限とさせていただく。こちらについては、第１弾、第２弾で大手の利用が

先ほど申し上げたとおり９割あるということで、中小への比重を今回新た

に設け、さらに大手の利用も併せて相乗効果を狙うため、大手、中小とい

う形で進めさせていただく。実施事業者についても、第１弾、第２弾と同

じくＫＤＤＩのａｕＰａｙで進めさせていただく。こちらについては、今

事業者の募集を開始しており、７月１５日のキャンペーン開始後、９月末

に還元予定となっている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １８番、令和２年度基金運用実績の報告について、市側の説明を求める。 

芳野会計管理者 令和２年度の基金運用実績について報告する。昨年もこれまで同様経済

環境は厳しく、コロナ禍による飲食業、観光業、運輸業など様々な産業分
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野に深刻な打撃を与え、今後の回復も見込みが立たない状況の中で、金融

市場も引き続き厳しい状況となっているところである。銀行の収益も大き

な影響を受けており、地方銀行では再編等による経営状況の安定を図る動

きも見られ、かつて競い合っていた預金獲得より手数料等による収益に軸

足を置き始め、これまで基金運用の主力であった定期預金金利は普通預金

金利まで下がった。多摩市では、銀行預金だけではなく、安全性を第一に

平成３０年から債券についても運用を始めた。結果として、資料２、基金

運用実績、（１）年度別運用実績にあるように、平成３０年度から徐々に運

用益をふやすことができ、平成２０年度の運用実績である約４,５００万円

にはるかに及ばないものの、確実に運用益を上げてきた。令和２年度の実

績は資料のとおりで、太枠に囲まれているように昨年比２０５万

５,０６６円増の７６７万７,４０７円の実績となった。 

 また、資料２、基金運用実績（２）の運用益をご覧いただくとおわかり

のように、預金等債券の比率で見ると、基金残高は約９対１に対し運用益

は６対４と、債券の比重が高くなっている。令和２年度の基金運用につい

ての報告は以上となる。今後も、地方自治法の規定に従い安全第一を旨と

しながら、基金を有効に活用していくためのノウハウを研究し、微力なが

ら市の財源確保に努めていきたいと考えている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 以上で協議会を終了する。 

（協議会終了） 

                ──────────────― 

                  午後 ０時０２分 再開 

渡辺委員長   休憩前に引き続き会議を開く。 

 この際暫時休憩する。 

 

                  午後 ０時０２分 休憩 

                ──────────────― 
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                  午後 １時５３分 再開 

渡辺委員長   休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 ただいま休憩中にご意見を伺ったところ、総務常任委員会において市民

が望む庁舎建て替えについてを所管事務の調査事項としたいというご意見

があった。本件を日程に追加し議題とすることにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   本件を議題とする。 

 お諮りする。ただいまご意見のあったとおり所管事務調査を行うことに

したいと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。よって本委員会は市民が望む庁舎建て替えについ

て所管事務調査をすることに決定した。 

 お諮りする。本所管事務の調査事項は市民が望む庁舎建て替えについて、

調査目的は現状の把握、課題の抽出を行い市民サービスの方向性、防災、

ＤＸ、環境の観点から検討を行うためとし、調査方法は委員会での議論、

視察及び意見交換、調査期間は委員の任期中といたしたいと思う。これに

ご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。 

 細かい文言については委員長への一任とさせていただきたいと思うが、

これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。本所管事務調査はそのように決定した。 

 また、本所管事務調査については閉会中の継続調査の申し出をいたした

いと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。閉会中の継続調査を申し出ることにする。 

 以上で本日の日程はすべて終了した。 

 これをもって総務常任委員会を閉会する。 
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                  午後 １時５５分 閉会 



多摩市議会委員会条例第２８条第１項の 

規定によりここに署名する。 

 

 

 

  総務常任委員長   渡辺 しんじ 


